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【申込・問合せ先】学校教育課 総務グループ　☎ 029－240－7121（直通）
茨城町駒場庁舎（茨城町駒場450）　　

茨城町奨学金貸付けの募集
卒業後、茨城町に定住する方は返済免除

　町では、経済的理由により大学等での修学が困難な学生を対象に奨学金を貸付けます。この奨学金は、大学
等を卒業後６か月以内に茨城町に定住を開始し、その後５年を経過した場合に返済を免除します。

▶対象者
　大学・短期大学・専修学校の専門課程（以下「大学等」という）に在学する方
▶応募資格（以下のすべてに該当する方）
　①茨城町民、または茨城町民の子であること
　②人物及び学業ともに優れている者であること
　③経済的な理由により修学が困難と認められること
　④確実な連帯保証人及び保証人を選任できること
▶募集人数・貸付金額等
　募集人数：５人
　選考方法：申請書類で選考（応募者多数の場合は小論文試験を実施します）
　貸付金額：月額２万円（年額24万円）
　貸付期間：在学する大学等の正規の修業期間
　利　息　等：貸付利息は無利息（返済が滞った場合は所定の延滞利息を徴収します）
▶募集期限
　４月26日（金）まで
▶申込方法　

募集期間内に申請書類（奨学金貸付申請書等）を学校教育課窓口まで提出をお願いします（申請書類、申
込方法等、奨学金の詳細は、募集要項をご確認ください）。
▶奨学金の返済免除

大学等を卒業後、６か月以内に茨城町に定住を開始し、その後５年を経過した場合に奨学金全額の返済を
免除します（ただし、定住することができなかった場合には、大学等を卒業後６か月経過後から10年以内に
割賦にて返済していただくことになります）。
募集要項及び申請書類は、茨城町駒場庁舎　学校教育課窓口で配布しています。
また、町ホームページでもダウンロードできます。
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　平成31年度（平成30年分の所得）に関する町県民税の課税（所得）証明書は、町県民税の納付方法により、
次のとおり発行を開始します。
　交付申請の際には、本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等）を必ず持参してくだ
さい。代理人が申請する場合には、原則、委任状が必要となります。ただし、同一世帯のご家族が申請する場合
は、委任状は不要です。

　※平成31年１月１日時点で、町内に住所がある方が対象となります。
【問合せ先】税務課　☎ 029－240－7114（直通）

町県民税の証明書について

該　　当　　者発行開始日
町県民税の全額が給与から天引きの方
（給与特別徴収者）５月14日（火）

上記の給与特別徴収者以外の方
・普通徴収（口座または納付書により納付）の方
・年金特別徴収（年金から町県民税を天引き）の方
・非課税の方

６月11日（火）

【問合せ先】 企画政策課　☎029－215－8003（直通）

茨城町ふるさと寄附金の使い道

　※３年間（平成30年度～令和２年度）の総事業費
【問合せ先】企画政策課　☎ 029－215－8003（直通）

　茨城町ふるさと寄附金は、目標とする町の将来像「三世代が共に輝く元気交流空間　夢と希望を未
来へつなぐまち」の実現のために活用します。
　平成30年度は、寄附者の方が希望した寄附金の使い道に沿うように、以下の２事業に活用しました。

充当金額
（円）

総事業費
（円）事　　業　　内　　容事　業　名

7,200,000
※

7,200,000
町の発展に資する有能な人材を育成するとともに、町への
定住を促進するため、奨学金の貸し付けを行っています。

茨城町奨学金 
貸 付 事 業

14,800,00044,679,600
犯罪・交通事故の防止、温室効果ガスの削減及び電気料金
の削減に伴う健全な地域の運営を図るために町内全域の防
犯灯をLEDに取り替えました。

防犯灯LED化 
推 進 事 業
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　心身に障害のある方が使用する軽自動車・二輪車などについて、一定の要件を満たす場合、申請により軽自
動車税の減免（免除）を一人につき1台限り（普通自動車を含む）受けられる制度があります。
　※普通自動車の減免を受けている方、福祉タクシー券の交付を受けている方は軽自動車の減免は受けられません。

 減免の要件 
　身体障害者手帳などの交付を３月31日までに受けている方の通学・通院・通所もしくは生業に専ら使用する
車両で、次の要件を満たしているもの。
⑴　対象となる軽自動車等
　①心身に障害のある方が使用する軽自動車
　②心身に障害のある方のために、この方と生計を一にする方（同居家族等）が使用する軽自動車
　③心身に障害のある方のために常時介護する方が使用する軽自動車
　※自動車税の減免手続きについては、水戸県税事務所（☎029－221－6605）へお問い合わせください。

⑵　対象となる障害者手帳等の等級等
　●は障害のある方本人、生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合に対象
　○は障害のある方本人が運転する場合に限り対象

 減免申請の手続き 
⑴　申請期間　軽自動車税納税通知書が届いた日から納期限【５月３１日（金）】まで
※軽自動車税の減免を受けるには、毎年申請が必要です。また、申請期限を過ぎた場合は、減免が受けられ
ませんのでご注意ください。

⑵　必要書類　次の書類を添えて税務課（１階６番窓口）へ申請してくだい。
①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
②運転する方の運転免許証（コピー可）
③車検証（コピー可）
④軽自動車税納税通知書（平成31年度分　※お支払いをせずにお持ちください）
⑤納税義務者の印鑑
⑥納税義務者のマイナンバー確認書類（個人番号カード、通知カードなど）
⑦軽自動車税減免申請書（税務課窓口にあります。平成30年度減免を受けられている方は、納税通知書へ同封
します）
※その他、障害の程度や使用目的により添付する書類があります。詳細は、お問い合わせください。

【問合せ先】税務課　☎ 029－240－7114（直通）

手帳の等級障害の程度
障害の区分

身
　
体
　
障
　
害
　
者

６級５級４級３級２級１級
●●●●視覚障害

●●聴覚障害
●平衡機能障害

●音声機能障害（こう頭摘出の場合に限る）
（音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害）

●●上肢障害
○○○●●●下肢障害

○●●●体幹機能障害
●●上肢機能乳幼児期以前の非進行性の

●●●●●●移動機能脳病変による運動機能障害
●●心臓機能障害
●●呼吸器機能障害
●●ぼうこうまたは直腸機能障害
●●小腸機能障害
●●●ヒト免疫不全ｳｲﾙｽによる免疫機能障害
●●●肝臓機能障害

療育手帳の交付を受けている方のうち、判定が○Ａ （最重度）またはＡ（重度）
※判定が有効期限内のもの知的障害者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害等級が1級の方で、自立支援医
療受給者証（精神通院）または医療福祉費受給者証（マル福）の交付を受けている方もし
くは当該障害の治療のため通院されている方　※判定が有効期限内のもの

精神障害者

※戦傷病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障害があれば、対象になります。
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後期高齢者医療保険料の軽減が変わります
　後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する
「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
　所得の少ない方（世帯）や、後期高齢者医療保険に加入する前に「会社などの健康保険（被用者保険）の被
扶養者」であった方は、基準に応じて保険料の均等割額や所得割額が軽減されます。
　保険料軽減については、制度施行にあたり激変緩和措置がとられていましたが、制度の持続性を高めるため、
負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、措置を見直すことになりました。
　平成３１年度は、これまで均等割額が９割軽減となっていた方は、８割軽減に変更になります。そのほか、軽

質 蔀実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

減の条件や期間が下記のとおり変更になります。
　なお、平成31年度の保険料の均等割額は39,500円、所得割額は（総所得金額等－基礎控除33万円）
×8.00％です。

【問合せ先】
保険料の計算について　茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課 ☎ 029－309－1213（直通）
保険料の納付について　茨城町保険課 ☎ 029－240－7113（直通）

軽 減 後 の
均 等 割 額

均等割額の
軽 減 割 合世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合

　　3,900円
質 蔀実実実実実実実

９割
質 蔀実実実

33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯
（その他各種所得がない場合）

　　5,900円８.５割33万円以下の世帯

　 19,700円５割33万円＋「27万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯
質 蔀実実実実実実実実実

　 31,600円２割33万円＋「50万円×世帯の被保険者数」以下の世帯
質 蔀実実実実実実

　②　加入前に被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料の軽減
　　　所得割額がかからず、均等割額が５割軽減されます（軽減後の年間保険料：19,700円）。

革

■平成30年度
　①　均等割額の軽減

軽 減 後 の
均 等 割 額

均等割額の
軽 減 割 合世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合

5,900円８.５割33万円以下の世帯

　　7,900円
質 蔀実実実実実実実

８割
質 蔀実実実

33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯
（その他各種所得がない場合）

　 19,700円５割33万円＋「28万円×世帯の被保険者数」以下の世帯
質 蔀実実実実実実

　 31,600円２割33万円＋「51万円×世帯の被保険者数」以下の世帯
質 蔀実実実実実実

　②　加入前に被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料の軽減
所得割額がかからず、加入後２年間に限り均等割額が５割軽減されます（軽減後の年間保険料：

質 蔀実実実実実実実実実実実実実実実実

19,700円）。

■平成31年度
　①　均等割額の軽減
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　4月から5月にかけて天皇の即位に伴う大型連休が予定されています。この間のごみ収集については、月曜か
ら金曜までの祝日は平常どおり対応します。また、ごみ処理施設も平常どおり営業しています。詳しくは、下
表または平成31年度版ごみカレンダーをご覧ください。
　なお、長期休暇時期は、ごみ量が多くなりますので、大量のごみをまとめて出すことのないようにご配慮く
ださい。

【問合せ先】みどり環境課　☎ 029－240－7135（直通）

【問合せ先】町民協働課　☎ 029－291－8802（直通）

５月４月月

65432130292827日

月日土金木水火月日土曜日

〇×〇×
ごみ収集

施設搬入

○：平常どおり対応　　×：休み

あぶないよ　画面見ないで　前を見て　５月11日（土）～５月20日（月）

　春は、新生活が始まり、新入学児童・生徒の登下校中の交通事故の危険性が高まります。また、歓
送迎会など、お酒を飲む機会が増える時期です。飲酒運転は絶対にしないようにしましょう。
　一人ひとりが交通ルールを遵守し、交通マナーの向上に取り組むことで、交通事故を防止しましょう。

 確認しよう！運動の重点 
①　子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
　・ドライバーは、子どもや高齢者を見かけたら十分注意し、減速・徐行しましょう。
　・高齢運転者の方は、運転適性診断等を受け、身体機能の変化を確認しましょう。
②　自転車の安全利用の推進
　・自転車は車両です。原則として、車道の左側を走行しましょう。
　・スマートフォンやイヤホンを使用しながらの運転はやめましょう。
③　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　・ドライバーは、全ての座席でシートベルト等が装着されているか確認しましょう。
　・チャイルドシートは、子どもの体格にあったものを選びましょう。
④　飲酒運転の根絶
　・「飲酒運転はしない」という強い気持ちを持ちましょう。
　・お酒を飲む際は、ハンドルキーパーを決めましょう。

春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春のののののののののののののののののののののののの全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運春の全国交通安全運動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動春の全国交通安全運春の全国交通安全運動動

大型連休中のごみ収集・ごみ処理施設への自己搬入について
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者
　
母
子
家
庭
の
母
・
父
子
家
庭
の

父
・
寡
婦
家
庭
で
全
日
程
出
席
で
き
、
今
後

就
労
を
希
望
す
る
方

▼
申
込
方
法
　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合

会
へ
直
接
申
し
込
み
（
申
込
用
紙
は
こ
ど
も

課
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

▼
そ
の
他
　
事
前
登
録
制
託
児
所
を
利
用
可

能（
２
歳
児
以
上
）、
所
得
に
応
じ
交
通
費
の

補
助
有

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

社
会
福
祉
法
人
　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連

合
会
　
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
（
２
２
１
）
８
４
９
７

〒
３
１
０－

０
０
６
５

水
戸
市
八
幡
町
　－

　
　
ラ
ー
ク
・
ハ
イ
ツ
内

１１

５２

　
介
護
支
援
専
門
員
証
の
資
格
は
、
５
年
ご

と
に
更
新
研
修
を
受
講
し
、
更
新
申
請
を
す

る
こ
と
で
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
参

加
を
希
望
す
る
方
は（
公
財
）介
護
労
働
安
定

セ
ン
タ
ー
茨
城
支
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
　
１
班
：
５
～
７
月
、
２
班
：
７
～

　
月
、
３
班
：
　
～
　
月
で
各
班
　
日
間

10

11

12

11

▼
場
所
　
１
・
３
班
：
水
戸
会
場
、

　
　
　
　
２
班
：
土
浦
会
場

▼
定
員
　
各
班
先
着
　
人
85

▼
受
講
料
　
4
3
，
6
4
0
円

　
　
　
　
（
税
込
・
テ
キ
ス
ト
代
含
）

▼
募
集
　
４
月
１
日（
月
）～
　
月
　
日（
木
）

10

31

※
各
班
開
講
日
の
3
週
間
前
ま
で

【
問
合
せ
先
】

（
公
財
）介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
茨
城
支
部

☎
０
２
９
（
２
２
７
）
１
２
１
５
（
直
通
）

　
手
話
で
日
常
会
話
を
行
う
た
め
に
必
要
な

知
識
や
技
術
を
学
び
、
聴
覚
に
障
が
い
の
あ

る
方
を
支
援
す
る
、
奉
仕
員
を
養
成
す
る
講

座（
入
門
課
程
全
　
回
・
基
礎
課
程
全
　
回

２６

２８

の
２
年
間
の
講
座
）で
す
。

　
次
の
日
程
で
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座（
入

門
課
程
）を
開
催
し
ま
す
。
は
じ
め
て
の
方

も
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
　
令
和
元
年
６
月
７
日
か
ら
令
和
２

年
１
月
　
日
ま
で
の
第
１
～
第
３
金
曜
日

３１

（
一
部
変
更
あ
り
）

▼
時
間
　
午
前
　
時
～
正
午

10

▼
場
所
　
茨
城
町
駒
場
庁
舎
　
２
階
会
議
室

▼
対
象
　
町
内
在
住
・
在
勤
の
方

▼
定
員
　
　
人
２０

▼
受
講
料
　
無
料
（
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
 

３
，
０
０
０
円
税
別
が
か
か
り
ま
す
）

▼
申
込
締
切
　
５
月
　
日（
月
）

20

▼
申
込
方
法
　
ハ
ガ
キ
及
び
F
A
X（
氏
名
、

住
所
、
連
絡
先
、
年
齢
、
受
講
希
望
理
由

（
動
機
））に
記
入
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。【申

込
・
問
合
せ
先
】

茨
城
町
社
会
福
祉
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
２（
直
通
）

F
A
X
：
０
２
９（
２
１
９
）１
０
２
６
　

〒
３
１
１－

３
１
９
２

茨
城
県
東
茨
城
郡
茨
城
町
小
堤
１
０
８
０

　
遺
言
や
相
続
の
手
続
き
に
つ
い
て
知
り
た

い
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
を
弁
護
士
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
４
月
　
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

16

▼
場
所
　
茨
城
県
弁
護
士
会
館

　
　
　
（
水
戸
市
大
町
２－

２－

　
）
75

▼
実
施
方
法
　
面
談
相
談
（
１
人
　
分
）

30

▼
申
込
方
法
　
水
戸
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

２
９（
２
２
７
）１
１
３
３
）
に
て
事
前
予
約

が
必
要
で
す
。

【
問
合
せ
先
】
　
茨
城
県
弁
護
士
会
事
務
局

☎
０
２
９（
２
２
１
）３
５
０
１

　
養
育
費
・
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
の
相

談
に
弁
護
士
が
無
料
で
対
応
し
ま
す
。

▼
日
時
　
４
月
　
日（
金
）

19

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

▼
相
談
方
法
　
電
話
相
談
（
相
談
料
無
料
）

▼
受
付
電
話
番
号
　

☎
０
５
７
０
（
０
２
４
）
４
１
９

※
通
話
料
自
己
負
担

【
問
合
せ
先
】
　
茨
城
県
弁
護
士
会
事
務
局

　
茨
城
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
専
任
就
業
相

談
員
が
、
看
護
職
の
就
業
相
談
・
進
路
相
談

に
応
じ
ま
す
。

▼
日
時
　
平
成
　
年
４
月
か
ら
令
和
２
年
３

31

月
ま
で
の
第
３
木
曜
日

午
前
９
時
　
分
～
正
午

30

▼
場
所
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
水
戸

　
　
　
（
水
戸
市
水
府
町
１
５
３
７－

１
）

▼
対
象
　
看
護
職
の
求
職
者
、
看
護
職
へ
の

進
学
希
望
者

【
問
合
せ
先
】
　
茨
城
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９（
２
２
１
）７
０
２
１

全
国
一
斉
養
育
費
・
児
童
扶
養
手
当
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン

ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
促
進
講
習
会

介
護
支
援
専
門
員
の
更
新
研
修
（
実
務
未

経
験
者
用
）
及
び
再
研
修
の
ご
案
内

平
成
　
年
度
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

31

（
入
門
課
程
）
受
講
者
募
集
中

遺
言
・
相
続
に
関
す
る
無
料
相
談
会

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
「
看
護
の
仕

事
」
相
談
会
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長
岡
幼
稚
園
 　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
４
０
１
９

☆
活
動
時
間
　
午
前
　
時
～
　
時

１０

１１

☆
う
さ
ぎ
組
の
開
放
時
間
  各
活
動
日
の
午
前
９
時
～
午
後
２
時

　
ど
な
た
で
も
予
約
な
し
で
参
加
で
き
ま
す
。

☆
お
む
つ
交
換
用
に
バ
ス
タ
オ
ル
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

☆
駐
車
場
は
小
学
校
下
の
西
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

☆
育
児
相
談
を
随
時
実
施
中
で
す
。
お
気
軽
に
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。

☆「
つ
く
っ
て
あ
そ
ぼ
う
」の
活
動
は
材
料
を
持
参
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

沼
前
幼
稚
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
３
）
９
２
０
９

☆
活
動
時
間
　
午
前
　
時
～
　
時

１０

１１

☆
い
ち
ご
組
の
開
放
時
間
　
各
活
動
日
の
午
前
９
時
～
午
後
２
時

☆
持
ち
物
等
　
　
日
：
帽
子
、
飲
み
物
　
　
日
：
バ
ス
タ
オ
ル
一
人
一
枚
　
　
・
　
日
：
帽
子
、
飲
み
物

14

16

２１

２３

　
　
日
：
親
子（
上
靴
）　
　
日
：
動
き
や
す
い
服
装
、
飲
み
物

２９

３０

☆
予
約
は
不
要
で
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

☆
オ
ム
ツ
換
え
や
ベッ
ト
を
ご
利
用
の
方
は
、
衛
生
上
バ
ス
タ
オ
ル
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

☆
育
児
相
談
を
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
さ
み
幼
稚
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
３
）
７
１
１
１

☆
活
動
時
間
　
午
前
　
時
～
　
　

10

☆
リ
ト
ミ
ッ
ク
…
ペ
ン
ギ
ン
コ
ー
ス（
1
歳
半
く
ら
い
ま
で
）、
イ
ル
カ
コ
ー
ス（
1
歳
半
か
ら
）

☆
サ
ー
キ
ッ
ト
遊
び・イ
ベン
ト・
誕
生
会
・ベ
ビ
ー
マッ
サ
ー
ジ・
ピ
ク
ニッ
ク
の
参
加
申
込
み
：
５
月
７
日（
火
）午
前
９
時
～

☆
　
日
～
　
日
の
活
動

２１

２３

☆
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談（
毎
日
）　
午
前
９
時
～
午
後
２
時

☆
子
育
て
相
談
を
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
詳
細
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

飯
沼
こ
ど
も
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
６
８
６
８

☆
要
予
約
の
受
付
　
  ７
日
か
ら
　
日
の
間
　
午
前
　
時
～
午
後
４
時

13

10

☆
園
庭
開
放
・
育
児
相
談
（
看
護
師
等
）　
　
・
　
・
　
日

１３

２０

２７

　
　
　〃
　
　・
育
児
相
談
（
栄
養
士
等
）　
　
・
　
・
　
日

１６

２３

３０

さ
く
ら
こ
ど
も
園
　
☎
０
２
９
（
２
１
９
）
０
０
０
７

☆
活
動
時
間
（
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
、
制
作
な
ど
）
午
前
　
時
～

１０

☆
要
予
約
の
受
付
　
　
日（
火
）の
受
付（
３
組
）　
７
日
～
　
日
　
午
前
　
時
～
午
後
６
時

１４

１３

１０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日（
木
）の
受
付（
　
組
）　
　
日
～
　
日
　
午
前
　
時
～
午
後
６
時

２３

１０

１６

２２

１０

　
※
育
児
相
談
は
、
事
前
に
電
話
で
相
談
内
容
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

☆
お
外
で
あ
そ
ぼ
う
・
育
児
相
談（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
毎
日
）

い
ば
ら
き
幼
稚
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
０
１
６
２

☆
要
予
約
の
受
付
（
　
組
）　
４
月
　
日（
火
）～
　
　

１０

１６

☆
ト
ド
ラ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
 　
親
子
で
一
緒
に
楽
し
く
遊
ぼ
う
♪

　
毎
週
火
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

１０

３０

１１

３０

☆
面
　
ク
ラ
ブ
　
心
も
身
体
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
☆
（
パ
パ
マ
マ
向
け
）

's

　
毎
週
金
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

１０

３０

１１

３０

☆
ベ
ビ
ー
マッ
サ
ー
ジ
　
親
子
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ（
生
後
２
か
月
～
1
歳
未
満
対
象
）

　
金
曜
日
（
年
５
回
予
定
）　
午
前
　
時
～
　
時

１０

１１

☆
そ
の
他
　
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談（
毎
日
）　
午
前
９
時
～
午
後
２
時

　
※
初
め
て
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

い
ば
ら
き
中
央
認
定
こ
ど
も
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
１
２
０
７

☆
要
予
約
の
受
付
 （
　
 組
）
４
月
　
日（
木
）～

１０

１８

☆
お
て
て
つ
な
い
で
　
親
子
で
一
緒
に
楽
し
く
遊
ぼ
う
♪
（
満
１
歳
～
２
歳
対
象
）

　
毎
週
木
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

１０

３０

１１

３０

☆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
親
子
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
（
生
後
２
か
月
～
１
歳
未
満
対
象
）

　
金
曜
日
（
年
５
回
予
定
）　
午
前
　
時
～
　
時

１０

１１

☆
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談
　
毎
日
　
午
前
８
時
　
分
～
午
後
１
時
　
分

３０

３０

　
※
初
め
て
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

土金木水火月日
４３２１

1110９８７６５
土曜日イベント：
親子体操

まおはなし会
制作
（おかあさん ありがとう）
面'sクラブ
母と子のスキンシップ
ふれあい遊び（ベビーマッサージ）

ま
飯

い
中

読み聞かせ（お話の木）
読み聞かせ（職員による）
お外で遊ぼう
5月生まれのお友達!　園児
と“お誕生会”　※要予約
イチゴ刈りにでかけよう
（原田いちご園）※要予約

長
沼
ま
飯

中

リトミック（ペンギン
コース10：00～/イル
カコース10：50～）
シャボン玉であそぼう！

ま

飯

親子ふれあいタイム
(砂場開放）
なかよしひろば
お外で遊ぼう
身体測定　おはなしの会
イチゴ刈りにでかけよう
（原田いちご園）※要予約

長

沼
ま
飯
い

18171615141312
土曜日の園庭開放
9：00～14：00

ま散歩
サーキット遊び①
10：30～※要予約
制作（カポッとけん玉）
室内大型遊具で遊ぼう
面'sクラブ

長
ま

飯
さ
い

なかよしひろば
（ママのためのエクササイズ）
親子体操
手形製作
ミニトマトの苗を植えよう

沼

ま
さ
中

誕生会
ピクニック
（涸沼自然公園）
※要予約
手形製作

長
ま

さ

みんなで遊ぼう
（夏野菜の苗植え）
（雨天時：室内遊び）
お外で遊ぼう
園児（年中クラス）といっしょにリトミック♪
クラス体験（レッツダンス）１歳児
外で元気に遊ぼう

沼

ま
飯
さ
い

ベビーマッサージ
※要予約
ティータイム

ま

さ

25242322212019
戸外あそび
サーキット遊び②
10：30～　※要予約
お母さんのクッキング
教室10:15～　※要予約
室内大型遊具で遊ぼう

長
ま

飯

さ

みんなで遊ぼう（外遊び、
夏野菜の苗に水やり）（雨天
時：リズムでルンルン♪）
手形アート 
誕生会※要予約
サーキット遊びをしよう

沼

ま
さ
中

手形アート
親子でクラス体験
※要予約

ま
飯

みんなで遊ぼう（外遊び、夏野菜
の苗に水やり)(雨天時：室内遊び)
手形アート 
身体測定　おはなしの会
身体測定
小麦粉粘土で遊ぼう

沼

ま
飯
さ
い

ふれあい遊び
ベビーマッサージ
※要予約
ティータイム

長
ま

さ

313029282726
親子ふれあいタイム
(砂場開放・身体測定）
制作（ひらひら ちょうちょ）
誕生会　※要予約
室内大型遊具で遊ぼう

長

飯
ま
さ

リズムでルンルン♪
どろんこ遊び
寝相アート撮影会
小麦粉粘土で遊ぼう

沼
ま
さ
中

みんなで遊ぼう
（５月の誕生会）
おりがみミュージアム
イベント：クッキング
（ゼリー）
寝相アート撮影会

沼

飯
ま

さ

つくってあそぼう
どろんこ遊び
お母さんのリフレッシュタイム
（Ｔｅａタイム）
寝相アート撮影会
親子ヨガ

長
ま
飯

さ
い

ベビーマッサージ
※要予約 
ティータイム

ま

さ

長…長岡幼稚園　　　沼…沼前幼稚園　　　　ま…まさみ幼稚園　　　飯…飯沼こども園
さ…さくらこども園　　い…いばらき幼稚園　　中…いばらき中央認定こども園

55月月
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今
年
の
　
月
１
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消

10

費
税
率
引
き
上
げ
の
際
に
は
、
軽
減
税
率
制

度
が
実
施
さ
れ
、
税
率
８
％
と
　
％
、
双
方

10

の
商
品
を
取
り
扱
う
事
業
者
は
様
々
な
対
応

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
等
を
支
援
す
る
た
め
、

国
に
お
い
て
軽
減
税
率
に
対
応
す
る
た
め
の

レ
ジ
や
受
発
注
シ
ス
テ
ム
、
請
求
書
の
発
行

を
行
う
シ
ス
テ
ム
の
改
修
・
導
入
に
対
す
る

補
助
金
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
補
助
に
は

対
象
期
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
ご
対

応
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

軽
減
税
率
対
策
補
助
金
事
務
局

☎
0
1
2
0
（
3
9
8
）
1
1
1
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://kzt-hojo.jp/

　
涸
沼
自
然
公
園
売
店
「
い
と
と
ん
ぼ
」
の

営
業
日
は
、
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

涸
沼
の
し
じ
み
や
新
鮮
な
野
菜
を
取
り
揃
え

て
、
皆
さ
ま
の
ご
来
店
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

▼
営
業
日
　
４
月
～
　
月
（
月
曜
定
休
　
※

12

祝
日
の
場
合
は
翌
日
）、
１
月
～
３
月

（
土
・
日
曜
日
の
み
営
業
）

▼
営
業
時
間
　
午
前
　
時
～
午
後
４
時

10

【
問
合
せ
先
】

商
工
観
光
課（
茨
城
町
観
光
協
会
事
務
局
）

☎
０
２
９
（
２
４
０
）
７
１
２
４
（
直
通
）

　
平
成
　
年
度
（
第
　
期
１
年
次
）
の
長
生

31

23

大
学
開
講
に
伴
い
、
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

　
長
生
大
学
は
、
様
々
な
講
師
に
よ
る
楽
し
い

学
習
会
で
す
。
今
年
度
は
、
茨
城
県
警
察
音

楽
隊
に
よ
る
演
奏
や
、
落
語
、
民
謡
な
ど
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
お
申
込
み
は
、
回
覧
等
を
ご
覧
い
た
だ
き
、

地
区
の
高
年
者
ク
ラ
ブ
ま
た
は
、
生
涯
学
習

課
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

茨
城
町
生
涯
学
習
課

☎
０
２
９
（
２
４
０
）
７
１
２
２
（
直
通
）

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
に
係
る
レ
ジ
・
シ

ス
テ
ム
補
助
金
（
軽
減
税
率
対
策
補
助
金
）

　
歳
か
ら
の
新
た
な
学
習
に

65長
生
大
学

～次代を担う人を育む教育・文化のまち～

【問合せ先】　生涯学習課　☎029-240-7122（直通）

大型連休中の休業日 のお知らせ
◆役場本庁舎 （☎029－292－1111）
　　４月27日（土）～５月６日（月）
◆駒場庁舎（会議室） （☎029－240－7122）
　　４月30日（火）～５月１日（水）
◆中央公民館大ホール（☎029－240－7122）
　　４月30日（火）～５月１日（水）
◆茨城町運動公園 （☎029－292－6458）
　　４月30日（火）～５月１日（水）、５月７日（火）
◆総合福祉センター「ゆうゆう館」
 （☎029－240－7134）
　・保健センター　４月27日（土）～５月６日（月）
　・図書館　４月28日（日）～29日（月）、５月６日（月）
　・子育て支援センター　４月28日（日）～５月６日（月）
◆いばらき聖苑 （☎029－240－7111）
　　４月28日（日）、５月４日（土）
◆涸沼自然公園 （☎029－293－7441）
　　平常どおり開園
◆ゴミの収集 （☎029－240－7135）
　　平常どおり対応
　　※ゴミの種別・地区によって収集日が異なります。
　　　詳細は「家庭ごみ収集カレンダー」をご覧ください。
◆クリーンセンターへのゴミの自己搬入（☎029－240－7135）
　　平常どおり営業　※詳細は、４ページをご覧ください。

涸
沼
自
然
公
園
売
店「
い
と
と
ん
ぼ
」

営
業
日
変
更
の
お
知
ら
せ

　町では、独立行政法人日本スポーツ振興センター
（JSC）の平成30年度スポーツ振興くじ助成（天然芝
生化新設）を受け、旧沼前小学校グラウンドを天然
芝のグラウンドとして整備しました。
　整備面積は4,275㎡（少年用サッカーグラウンド
１面分の大きさ）で、グラウンドの芝生化のほか、雨
水の暗渠排水管や散水設備を設置しました。
　この事業は、JSCの助成を受け、閉校となった小
学校の跡地利活用計画を踏まえ、町スポーツの活性
化を図るため、少年サッカーを中心としたスポーツ
の拠点施設として、多目的に利用できるよう、天然
芝のグラウン
ドとして整備
したものです。
今後、芝生の
生育状況をみ
ながら、グラ
ウンドの供用
を開始する予
定です。

軽
減
税
率
制
度
の
実
施
に
向
け
て

学習会の様子

野外学習会の様子




